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八
、
鍪
蔵
寺
阿
弥
陀
殿
碑

〔
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拓
―
０
１
２
〕【
図
８
―
１
】【
図
８
―
２
】

拓
本
旧
所
蔵
者
の
メ
モ
に
お
け
る
表
記
は
「
鍪
蔵
寺
阿
弥
陀
如
来
造
像
事
蹟

碑
」
で
あ
る
。
ほ
か
の
金
石
文
集
成
書
な
ど
も
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
以
下
に

述
べ
る
よ
う
に
、
実
態
は
異
な
る
と
考
え
る
の
で
、
あ
ら
た
め
て
表
題
の
よ
う

に
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

鍪ぼ
う

蔵ぞ
う

寺じ

に
つ
い
て
は
、『
三
国
遺
事
』
巻
三
・
鍪
蔵
寺
弥
陁
殿
条
に
「
京
城

の
東
北
二
十
許
里
、
暗
谷
村
の
北
に
鍪
藏
寺
有
り
。
第
三
十
八
元
聖
大
王
の
考

大
阿
干
孝
讓
、
追
封
明
徳
大
王
の
、
叔
父
波
珎
喰
（
湌
）
の
爲
に
追
崇
し
て
創

せ
し
所
な
り
。
…
…
近
ご
ろ
古
來
の
殿
は
則
ち
壞
圯
せ
り
。
而
し
て
寺
の
み
獨

り
在
り
。
諺
に
伝
ふ
、
太
宗
、
統
三
已
後
、
兵
鍪
を
谷
中
に
藏
せ
り
。
因
り
て

之
に
名
づ
け
り
、
と
」
と
あ
る
よ
う
に
、
元
聖
王
の
父
金
孝
譲
（
追
封
明
徳
大

王
）
が
、
叔
父
（
名
は
不
明
）
の
た
め
に
創
し
た
と
い
い
、
暗
谷
村
の
北
に
あ

る
と
す
る
。『
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
』
巻
二
一
・
慶
州
府
・
仏
宇
・
鍪
蔵
寺
に

「
府
の
東
北
三
十
里
、
暗
谷
村
の
北
に
在
り
。
諺
に
伝
ふ
、
麗
祖
統
三
の
の
ち
、

兵
鍪
を
谷
中
に
蔵
せ
り
。
因
り
て
之
に
名
づ
け
り
、
と
。
古
碑
有
り
」
と
あ
る
。

寺
名
は
、『
三
国
遺
事
』
で
は
太
宗
武
烈
王
が
兵
鍪
す
な
わ
ち
武
器
・
甲
冑
を

隠
し
た
こ
と
か
ら
名
付
け
た
と
す
る
が
、『
勝
覧
』
で
は
「
麗
祖
」
す
な
わ
ち

高
麗
太
祖
が
、
と
し
て
い
る
。
創
建
が
元
聖
王
代
以
前
と
い
う
こ
と
で
「
麗

祖
」
で
は
お
か
し
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
諺
伝
な
の
で
、
単
な
る
伝
承
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
鍪
を
隠
し
た
と
い
う
何
ら
か
の
で
き
ご
と
が
あ
っ

て
、
寺
名
に
な
っ
た
と
い
う
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

前
回
と
り
あ
げ
た
開
寧
葛
項
寺
三
層
石
塔
記
の
項
で
詳
述
し
た
よ
う
に
、
元

聖
王
は
、
諱
は
敬
信
で
、
奈
勿
王
の
十
二
世
の
孫
で
あ
る
（『
三
国
史
記
』
巻
一
〇
）。

金
良
相
（
宣
徳
王
）
と
と
も
に
ク
ー
デ
タ
を
起
こ
し
て
恵
恭
王
を
殺
害
し
、
ま

ず
宣
徳
王
が
即
位
し
、
つ
い
で
元
聖
王
が
即
位
し
た
。
寺
は
、
元
聖
王
が
即
位

し
た
時
点
で
す
で
に
亡
く
な
っ
て
い
た
父
が
、
そ
の
叔
父
の
た
め
に
創
し
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
元
聖
王
即
位
以
前
の
創
建
で
あ
り
、
王
室
と
は
ま
っ

た
く
無
関
係
（
広
い
意
味
で
王
族
と
は
い
え
る
が
）
の
寺
と
し
て
創
建
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

鍪
蔵
寺
址
は
、
慶
州
市
川
北
面
暗
谷
洞
の
山
中
に
あ
る
。
普
門
湖
の
観
光
団

地
か
ら
車
で
東
北
に
入
っ
て
い
く
が
、
現
在
は
山
火
事
防
止
の
た
め
に
国
立
公

園
管
理
事
務
所
が
寺
址
の
二･

四
キ
ロ
手
前
で
車
で
入
る
こ
と
を
統
制
し
て
お
り
、

そ
こ
か
ら
歩
い
て
行
く
必
要
が
あ
る
。

寺
址
に
は
、
三
層
石
塔
（
宝
物
一
二
五
号
）
が
建
っ
て
い
る
平
面
が
あ
る
【
図

８
―
３
】。
そ
し
て
そ
れ
よ
り
も
上
段
（
東
側
）
に
碑
が
立
っ
て
い
る
平
面
が

あ
る
【
図
８
―
４
】。
石
塔
が
あ
る
と
こ
ろ
が
伽
藍
の
中
心
で
あ
り
、
碑
が
立
っ

て
い
る
と
こ
ろ
が
弥
陁
殿
（
阿
弥
陀
殿
）
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
碑
と

は
言
っ
て
も
、
現
地
に
あ
る
の
は
亀
趺
と
螭
首
（
宝
物
一
二
四
号
）
と
、
新
た

観
峰
館
所
蔵
朝
鮮
古
碑
拓
本
解
説
（
三
）

田
　
中
　
俊
　
明
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寺
之
上
方
、
有
弥
陁
古
殿
、
乃
昭
成
【
一
作
聖
】
大
王
之
妃
桂
花
王
后
爲

大
王
先
逝
、
中
宮
乃
充
充
焉
、
皇
皇
焉
、
哀
威
之
至
、
泣
血
棘
心
、
思
所

以
幽
賛
明
休
、
光
啓
玄
福
者
、
聞
西
方
有
大
聖
曰
弥
陁
、
至
誠
歸
仰
、
則

善
救
來
迎
、
是
真
語
者
、
豈
欺
我
哉
、
乃
捨
六
衣
之
盛
服
、
罄
九
府
之
貯

財
、
召
彼
名
匠
、
教
造
弥
陁
像
一
躯
、
并
造
神
衆
以
安
之
、
先
是
寺
有
一

老
僧
、
忽
夢
真
人
坐
於
石
塔
東
南
岡
上
、
向
西
爲
大
衆
説
法
意
謂
此
地
必

佛
法
所
住
也
、
心
秘
之
而
不
向
人
説
、
嵓
石
巉
崪
、
流
澗
激
迅
、
匠
者
不

顧
、
咸
謂
不
臧
、
及
乎
辟
地
、
乃
得
平
坦
之
地
、
可
容
堂
宇
、
宛
似
神
基
、

見
者
莫
不
愕
然
稱
善
、
近
古
來
殿
則
壞
圯
、
而
寺
獨
在
。

（
寺
の
上
方
に
、
弥
陁
古
殿
有
り
。
乃
ち
昭
成
【
一
に
聖
に
作
る
】
大
王

の
妃
た
る
桂
花
王
后
、
大
王
に
先
逝
せ
ら
れ
、
中
宮
は
乃
ち
充
充
焉
た
り
、

皇
皇
焉
た
り
。
哀
威
の
至
り
、
泣
血
棘
心
し
て
、
明
休
を
幽
賛
し
玄
福
を

光
啓
す
る
所
以
の
者
を
思
ふ
。
聞
く
な
ら
く
、
西
方
に
大
聖
有
り
て
弥
陁

と
曰
ふ
。
至
誠
も
て
歸
仰
せ
ば
、
則
ち
善
く
救
ひ
來
迎
す
、
と
。
是
れ
真

語
な
ら
ば
、
豈
に
我
れ
を
欺
か
ん
や
。
乃
ち
六
衣
の
盛
服
を
捨
て
、
九
府

の
貯
財
を
罄つ
く

し
、
彼
の
名
匠
を
召
し
て
、
弥
陁
像
一
躯
を
造
ら
し
め
、
并

せ
て
神
衆
を
造
り
以
て
之
を
安
ん
ぜ
ん
、
と
。
是
れ
よ
り
先
、
寺
に
一
老

僧
有
り
、
忽
ち
真
人
、
石
塔
の
東
南
の
岡
上
に
坐
し
、
西
に
向
か
ひ
大
衆

の
爲
に
説
法
す
る
を
夢
み
、
意
に
謂
ふ
、
此
の
地
必
ら
ず
佛
法
の
住
す
る

所
な
ら
ん
、
と
。
心
に
之
を
秘
し
て
人
に
向
か
ひ
て
説
か
ず
。
嵓
石
巉ざ
ん
し
ゅ
つ

崪
し
、

流
澗
激
迅
な
り
。
匠
者
も
顧
み
ず
、
咸
な
臧よ
か

ら
ず
と
謂
ふ
。
地
を
辟ひ

ら

く
に

及
ぶ
や
、
乃
ち
平
坦
の
地
を
得
、
堂
宇
を
容
る
る
可
く
、
宛
か
も
神
基
に

似
た
り
。
見
る
者
愕
然
と
し
て
善
と
稱
せ
ざ
る
莫
し
。
近
ご
ろ
古
來
の
殿

は
則
ち
壞
圯
せ
り
。
而
し
て
寺
の
み
獨
り
在
り
。）

と
あ
る
。
原
文
で
掲
げ
た
ほ
う
の
傍
線
部
は
、
碑
文
の
残
さ
れ
た
部
分
の
記
事

に
作
ら
れ
た
碑
身
で
あ
る
【
図
８
―
５
】。
現
地
に
は
ほ
ん
ら
い
の
碑
石
は
残

存
し
て
い
な
い
。
残
さ
れ
た
碑
片
は
三
点
あ
り
、
国
立
中
央
博
物
館
が
所
蔵
す

る
【
図
８
―
６
】。

螭
首
に
は
、
両
面
に
題
額
が
あ
り
、
裏
面
に
は
「
阿
弥
陀
／
仏
□
□
」
と
彫

ら
れ
て
い
る
と
い
う
【
図
８
―
７
】。
そ
の
た
め
碑
は
、
阿
弥
陀
仏
に
関
わ
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
果
た
し
て
造
像
事
蹟
碑
で
あ
ろ
う
か
。『
朝
鮮
金
石

総
覧
』（
朝
鮮
総
督
府
、
一
九
一
九
年
）
や
許
興
植
編
著
『
韓
国
金
石
全
文
』（
亜

細
亜
文
化
社
、
一
九
八
四
年
）
な
ど
多
く
の
金
石
文
集
成
書
で
は
「
鍪
蔵
寺
阿

弥
陀
如
来
造
像
事
蹟
碑
」
と
し
て
お
り
、
本
拓
本
旧
所
蔵
者
も
そ
の
た
め
そ
れ

に
従
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
韓
国
古
代
社
会
研
究
所
編
『
訳
註
韓
国
古
代
金
石
文
』

第
三
巻
（
駕
洛
国
史
蹟
開
発
研
究
院
、
一
九
九
二
年
）
で
は
「
鍪
蔵
寺
阿
弥
陀

如
来
造
像
碑
」、
国
立
中
央
博
物
館
で
は
「
鍪
蔵
寺
阿
弥
陀
仏
造
像
碑
」
と
し
て
、

「
事
蹟
碑
」
と
は
し
て
い
な
い
が
、
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
題
額
が
よ
く

読
め
な
い
の
で
、
何
と
も
い
え
な
い
。
造
像
記
は
一
般
に
よ
く
あ
る
が
、
そ
れ

は
そ
の
像
自
体
に
記
さ
れ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
仏
像
と
は
別
に
碑
を

立
て
て
そ
こ
に
記
す
、
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
み
か
け
な
い
（
雲
崗
・
龍
門
な

ど
の
石
窟
で
は
仏
像
近
く
の
平
面
に
記
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
）。
あ
と
で
示
す

よ
う
に
、
阿
弥
陀
像
と
と
も
に
神
衆
像
も
造
り
、
そ
れ
ら
を
安
置
し
た
い
と
言
っ

て
い
る
の
で
あ
り
、
阿
弥
陀
殿
の
造
営
碑
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
題
額
は
「
阿

弥
陀
仏
宝
殿
」「
阿
弥
陀
仏
殿
碑
」
な
ど
と
あ
っ
て
も
い
い
）。
こ
こ
で
は
、
鍪

蔵
寺
阿
弥
陀
殿
碑
と
呼
ん
で
お
く
。
小
田
幹
治
郎
も
「
鍪
蔵
寺
弥
陀
殿
碑
」
と

し
て
い
る
（「
鍪
蔵
寺
碑
の
発
見
」『
朝
鮮
及
満
洲
』
大
正
三
年
七
月
号
、
一
九

一
四
年
）。『
海
東
金
石
苑
附
録
』
な
ど
「
鍪
蔵
寺
碑
」
と
す
る
も
の
も
あ
る
。

い
ま
の
と
こ
ろ
、
阿
弥
陀
殿
碑
し
か
残
っ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、「
鍪
蔵
寺
碑
」

で
も
問
題
は
な
い
。

『
三
国
遺
事
』
鍪
蔵
寺
弥
陁
殿
条
に
は
、
さ
ら
に
、
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碑
石
は
現
地
に
残
し
た
（『
耳
溪
集
』
巻
一
六
・
題
跋
・
題
鍪
蔵
寺
碑
）。
そ
の

後
、
一
八
一
七
年
に
著
名
な
学
者
で
あ
る
金
正
喜
（
一
七
八
六
～
一
八
五
六
）

が
寺
を
尋
ね
、〈
１
〉
に
加
え
て
、
あ
ら
た
に
〈
３
〉
を
発
見
し
た
。
二
つ
の

碑
石
の
横
の
面
に
、
金
正
喜
が
跋
文
を
追
刻
し
て
い
る
。〈
１
〉
の
右
に
は
、

此
の
碑
、
舊
と
只
一
段
而
已
。
余
、
此
に
来
た
り
て
窮
捜
し
、
又
た
斷
石

一
段
を
荒
莽
中
よ
り
得
、
驚
喜
に
勝
へ
ず
、
叫
絶
せ
る
也
。
仍
り
て
兩
石

を
し
て
合
璧
珠
聯
せ
し
め
、
寺
の
後
廊
に
移
置
し
、
風
雨
を
免
れ
俾
む
。

此
の
石
の
書
品
は
當
に
白
月
碑
（
太
子
寺
朗
空
大
師
白
月
栖
雲
塔
碑
）
の

上
に
在
る
べ
し
。
蘭
亭
の
崇
字
は
三
點
な
り
。
唯
だ
此
の
石
に
の
み
特
に

全
し
。
翁
覃
溪
（
翁
方
綱
）
先
生
、
此
の
碑
を
以
て
證
と
爲
す
。
東
方
文

獻
の
中
國
に
稱
せ
ら
る
は
、
此
の
碑
に
如
く
無
し
。
余
、
摩
挲
す
る
こ
と

三
復
し
、
重
ね
て
星
原
（
翁
方
綱
の
子
翁
樹
昆
）
の
以
て
下
段
を
見
る
無

き
を
感
ず
る
有
り
。

丁
丑
四
月
二
十
九
日
、
金
正
喜
題
識
す
。

と
あ
り
（
図
８
―
１
の
右
上
。
左
行
か
ら
は
じ
め
、
右
行
へ
順
に
書
い
て
い
る
。

（　

）
内
は
田
中
補
）、〈
３
〉
の
左
に
は
、

此
の
石
、
當
に
左
段
に
係
る
。
何
に
由
り
て
か
星
原
を
九
原
（
墓
）
よ
り

起
こ
し
、
此
の
金
石
の
縁
を
共
に
せ
ん
。
石
を
得
た
る
の
日
。
正
喜
又
た

題
し
、
手
拓
し
て
去
る
。

と
あ
る
（
図
８
―
２
の
左
）。
洪
良
浩
・
金
正
喜
と
も
に
金
石
学
に
造
詣
の
深

い
人
物
で
あ
り
、
金
正
喜
が
言
及
し
た
翁
方
綱
（
一
七
三
三
～
一
八
一
八
）・

翁
樹
昆
父
子
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
清
朝
の
学
者
で
、
金
正
喜
と
交
流
が
あ
っ
た
。

と
ほ
ぼ
一
致
す
る
も
の
で
、
一
然
が
碑
の
存
在
を
知
っ
て
、
そ
れ
を
引
用
し
つ

つ
書
い
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。「
弥
陁
古
殿
」
と
記
す
が
、

条
目
と
し
て
「
鍪
蔵
寺
弥
陁
殿
」
と
し
て
お
り
、
弥
陁
殿
と
い
う
こ
と
で
よ
い
。

実
際
に
は
阿
弥
陀
殿
と
言
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
阿
弥
陀
殿
は
、
こ
の
記
事

に
よ
っ
て
、
昭
聖
王
の
王
妃
桂
花
王
后
が
王
の
死
後
に
建
て
た
も
の
で
あ
る
と

わ
か
る
。
昭
聖
王
は
、
元
聖
王
の
太
子
仁
謙
（
追
号
恵
忠
）
の
子
俊
邕
で
、
次

の
王
に
な
っ
た
。
仁
謙
が
早
世
し
た
た
め
（
七
九
一
）、
元
聖
王
は
仁
謙
の
弟

の
義
英
を
太
子
と
す
る
が
（
七
九
二
）、
そ
の
義
英
も
す
ぐ
に
早
死
し
（
七
九
四
）、

そ
の
翌
年
に
仁
謙
の
子
俊
邕
を
太
子
と
し
（
七
九
五
）、
宮
中
で
養
っ
た
。
元

聖
王
の
死
に
よ
っ
て
あ
と
を
継
い
で
即
位
し
た
の
で
あ
っ
た
（
七
九
八
）。
称

元
は
翌
年
。
し
か
し
昭
聖
王
も
す
ぐ
に
死
ん
だ
（
八
〇
〇
）。
桂
花
は
大
阿
湌

叔
明
（
夙
明
）
の
む
す
め
で
、
昭
聖
王
の
即
位
と
と
も
に
王
妃
と
な
り
、
昭
聖

王
二
年
（
八
〇
〇
）、
王
后
と
な
っ
た
。
阿
弥
陀
殿
の
築
造
は
、
昭
聖
王
の
死

後
と
い
う
こ
と
で
、
昭
聖
王
と
桂
花
王
后
の
子
で
、
あ
と
を
つ
い
だ
哀
荘
王
の

即
位
年
＝
元
年
（
八
〇
〇
）
六
月
以
後
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
昭
聖
王
を
追
慕

し
、
阿
弥
陀
像
・
神
衆
像
を
造
り
、
そ
れ
を
安
置
す
る
た
め
の
阿
弥
陀
殿
を
建

て
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
鍪
蔵
寺
自
体
も
、
元
聖
王
即
位
以
後
は
、
王
室
の

寺
院
と
し
て
運
営
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

碑
片
は
三
つ
あ
り
、
拓
本
一
の
二
点
【
図
８
―
１
】
と
、
拓
本
二
の
一
点
【
図

８
―
２
】
で
あ
る
。
拓
本
一
の
二
点
は
、
接
合
は
し
な
い
が
、
割
れ
て
失
っ
た

部
分
を
は
さ
ん
で
上
下
に
つ
な
が
る
。
上
が
、
も
っ
と
も
大
き
い
碑
片
で
、〈
１
〉

と
す
る
。
下
を
〈
２
〉
と
す
る
。
拓
本
二
は
、〈
１
〉
の
左
上
に
該
当
す
る
。〈
３
〉

と
す
る
。
拓
本
一
の
〈
１
〉
の
右
側
、
拓
本
二
の
〈
３
〉
の
左
側
に
、
次
に
ふ

れ
る
金
正
喜
の
跋
が
あ
る
。

こ
の
う
ち
〈
１
〉
は
、
一
七
六
〇
年
に
、
慶
州
府
尹
で
あ
っ
た
耳
溪
洪
良
浩
（
一

七
二
四
～
一
八
〇
二
）
が
、
部
下
を
寺
に
派
遣
し
て
発
見
し
た
。
拓
本
の
み
採
り
、
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【図８―１】鍪蔵寺阿弥陀殿碑拓本一（95.1×80.2cm　朝拓─012─１）

【図８―２】同二（44.4×68.9cm　朝拓─012─２）



7 観峰館所蔵朝鮮古碑拓本解説（三）

【図８―４】鍪蔵寺址（上段奧に碑がみえる、田中撮影）

【図８―６】鍪蔵寺阿弥陀殿碑
（国立中央博物館展示。田中撮影）

【図８―３】鍪蔵寺址三層石塔（田中撮影）【図８―５】復元された鍪蔵寺阿弥陀殿碑（田中撮影）

【図８―９】同碑〈１〉〈３〉接合部分

【図８―７】同碑螭首裏面（田中撮影）

【図８―８】同碑〈１〉〈２〉接合部分
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る
。『
海
東
金
石
苑
』
題
辞
に
も
「
新
羅
鍪
蔵
寺
碑
・
高
麗
麟
角
寺
碑
倶
に
晉

王
右
軍
行
書
を
集
む
。
頗
る
典
型
を
具
ふ
」
と
あ
る
。

金
正
喜
も
、
上
記
の
よ
う
に
「
蘭
亭
の
崇
字
は
三
點
な
り
」
と
し
て
、
本
碑

の
「
崇
」
字
（
現
状
で
は
、
拓
本
〈
１
〉
の
８
行
目
に
み
え
る
）
の
特
徴
が
蘭

亭
序
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

し
か
し
、
書
者
に
つ
い
て
は
、
別
の
考
え
も
あ
る
。
撰
者
の
金
陸
珎
が
、
文

字
も
書
い
て
い
る
と
い
う
考
え
と
（
李
鍾
文
「
鍪
蔵
寺
碑
を
書
い
た
書
芸
家

に
関
す
る
一
考
察
」『
南
冥
学
研
究
』
一
三
号
、
慶
尚
大
学
校
南
冥
学
研
究
所
、

二
〇
〇
二
年
）、
皇
龍
寺
の
僧
が
文
字
を
書
い
て
い
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
（
崔

英
成
「
新
羅
鍪
蔵
寺
碑
の
書
者
研
究
」『
新
羅
史
学
報
』
二
〇
号
、
二
〇
一
一
年
）。

〈
２
〉
の
最
初
の
行
は
、〈
１
〉
の
金
陸
珎
に
つ
づ
く
も
の
で
、「
皇
龍
寺
…
」

と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
場
合
、
名
は
わ
か
ら
な
い
が
僧
名
を
記
し
、
書

者
を
明
示
し
て
い
る
と
み
る
の
が
妥
当
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
他
の
新
羅
碑
に
お

い
て
も
、
冒
頭
に
撰
者
と
書
者
を
そ
の
順
で
並
記
す
る
例
が
あ
る
（
例
え
ば
「
月

光
寺
圓
朗
禅
師
大
宝
禅
光
霊
塔
碑
」
八
九
〇
年
）。
し
か
し
「
沙
林
寺
弘
覚
禅

師
碑
」（
八
八
六
年
）
の
よ
う
に
、「
金
薳
、
教
を
奉
じ
て
撰
す
」
と
撰
者
を
記

し
た
次
の
行
に
「
沙
門
臣
雲
徹
、
教
を
奉
じ
て
晉
右
将
軍
王
羲
之
の
書
を
集
む
」

と
、
ま
さ
に
王
羲
之
の
書
か
ら
の
集
字
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
（『
大

東
金
石
書
』
な
ど
）。
と
す
れ
ば
、
皇
龍
寺
僧
が
集
字
を
し
た
と
書
い
て
い
る

可
能
性
も
あ
る
と
い
え
る
。
崔
英
成
は
、
書
体
の
比
較
な
ど
か
ら
、
集
字
碑
で

は
な
い
と
し
て
い
る
。

以
下
、
崔
鉛
植
「
鍪
蔵
寺
阿
弥
陀
如
来
造
像
碑
」（
韓
国
古
代
社
会
研
究
所

編
『
訳
註
韓
国
古
代
金
石
文
』
第
三
巻
）
に
提
示
さ
れ
た
釈
文
を
中
心
に
し
て
、

拓
本
・
写
真
等
に
よ
っ
て
確
認
し
た
も
の
を
掲
載
す
る
。『
慶
州
鍪
蔵
寺
阿
弥

陀
仏
造
像
事
蹟
碑
精
密
実
測
調
査
報
告
書
』（
慶
州
市
、
二
〇
一
九
年
）
も
参

照
し
た
。

『
海
東
金
石
苑
附
録
』
に
は
、
翁
方
綱
の
跋
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
二
石
は
、

金
正
喜
が
「
寺
の
後
廊
に
移
置
」
し
た
。

そ
し
て
一
九
一
四
年
に
、
総
督
府
事
務
官
の
小
田
幹
治
郎
が
、
出
張
員
の
金

漢
睦
・
中
里
伊
十
郎
を
現
地
に
派
遣
し
、
寺
址
で
亀
趺
と
碑
片
〈
１
〉〈
３
〉

を
、
す
ぐ
横
の
渓
流
か
ら
螭
首
を
、
そ
し
て
「
渓
流
に
従
ひ
て
下
る
こ
と
一
里
余
、

止
淵
と
呼
べ
る
地
」
で
新
た
に
〈
２
〉
を
発
見
し
、
翌
年
、
総
督
府
博
物
館
に

移
し
た
（
小
田
、
前
掲
論
文
）。
解
放
後
、
景
福
宮
勤
政
殿
の
廻
廊
に
移
さ
れ

展
示
さ
れ
て
い
た
が
、
国
立
中
央
博
物
館
の
移
転
と
と
も
に
移
さ
れ
た
。
断
碑

は
、
以
上
の
三
点
の
み
で
、
そ
れ
以
外
の
部
分
は
わ
か
ら
な
い
。

拓
本
〈
１
〉
に
よ
れ
ば
、「
□
守
大
奈
麻
臣
金
陸
珎
奉
敎
」
と
あ
り
、「
撰
」

字
を
欠
く
が
、
大
奈
麻
で
あ
っ
た
金
陸
珎
が
王
命
を
奉
じ
て
撰
文
し
た
も
の
と

わ
か
る
。「
教
」
は
哀
荘
王
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
金
陸
珎
は
、
金
陸
珍
で

あ
り
、『
三
国
史
記
』
哀
荘
王
一
〇
年
（
八
〇
九
）
条
に
「
秋
七
月
、
大
阿
湌

金
陸
珍
を
遣
わ
し
唐
に
入
り
て
謝
恩
し
兼
ね
て
方
物
を
進
奉
せ
し
む
」
と
い
う

よ
う
に
、
遣
唐
使
と
し
て
唐
に
派
遣
さ
れ
て
い
る
（『
旧
唐
書
』
新
羅
伝
に
も

み
え
る
）。
そ
の
時
は
大
阿
湌
で
、
第
五
等
官
位
。
撰
文
の
と
き
は
大
奈
麻
で

第
一
〇
位
。
こ
の
間
に
そ
こ
ま
で
昇
進
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

本
碑
は
、
王
羲
之
の
行
書
か
ら
の
集
字
碑
で
あ
る
と
み
る
の
が
一
般
的
で
あ

る
。
翁
方
綱
の
跋
に
「
碑
は
行
書
。
右
軍
蘭
亭
及
び
懷
仁
・
大
雅
の
集
字
せ
し

所
を
雑
へ
用
ふ
。
葢
し
咸
亨
開
元
自
り
以
来
、
唐
人
、
右
軍
の
書
を
集
む
。
外

国
皆
な
知
り
て
服
習
す
。
而
し
て
用
ゐ
し
所
の
蘭
亭
字
、
皆
な
定
武
本
と
合
へ

り
。
乃
ち
知
る
。
定
武
本
実
に
是
れ
唐
時
に
刻
せ
る
所
な
り
。
因
り
て
当
時
に

流
播
せ
し
耳
、
と
」
と
し
て
お
り
、
右
軍
王
羲
之
の
「
蘭
亭
序
」
と
長
安
の
弘

福
寺
の
僧
懷
仁
が
王
羲
之
の
文
字
を
集
字
し
た
「
集
王
聖
教
序
」（
六
七
二
年
）、

同
じ
く
長
安
の
興
福
寺
の
僧
大
雅
が
集
字
し
た
「
興
福
寺
碑
」
を
用
い
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
定
武
本
と
は
唐
の
太
宗
が
刻
字
さ
せ
た
蘭
亭
序
で
あ
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〈
３
〉
も
、〈
１
〉
と
あ
い
だ
を
お
い
て
つ
な
が
る
部
分
が
あ
る
が
【
図
８
―
９
】、

こ
こ
で
は
別
々
に
示
す
。
た
だ
、
行
の
つ
な
が
り
を
確
認
で
き
る
た
め
、〈
１
〉

〈
２
〉
の
行
数
で
つ
づ
け
る
。

14　
　
　
　
　
　
　

也
當
此
之
時
崖

15　
　
　
　
　
　

□
基
壤
之
剔
之
更
將
□

16　
　
　
　
　

□
歟
是
歟
故
知
萬
法
殊
□

17　
　
　
　
　

伴
之
材
畢
至
班
石
之
巧
□

18　
　
　
　
　

□
普
照
八
十
種
好
出
衆
妙

19　
　
　
　
　

鋪
綺
檻
朝
日
暎
而
炫
燿
□

20　
　
　
　
　

苦
節
潔
行
脩
身
専
思
法

21　
　
　
　
　

德
貞
順
立
節
着
于
稱
首

22　
　
　
　

□
路
若
斯
之
盛
乎
欲
比
□

23　
　
　
　

□
燕
然
之
作
便
察
鷹
揚

24　
　
　

物
混
成
載
我
以
形
勞
我
□

25　
　

慧
炬
用
拯
迷
類
正
敎
難
測
□

26　

□
鼇
業
泰
登
樞
位
襲
聲
敎
□

27　

□
忘
不
忘
維
何
思
崇
冥
祐
□

28　

□
寶
紛
敷
香
花
周
繞
□
□

九
、
昌
寧
仁
陽
寺
塔
金
堂
治
成
文

〔
朝
拓
―
０
１
３
〕【
図
９
―
１
～
３
】

旧
所
蔵
者
は
「
昌
寧
石
仏
背
記
銘
」
と
す
る
が
、
内
容
に
即
し
て
表
題
の
よ

う
に
す
る
。

慶
尚
南
道
昌
寧
郡
昌
寧
邑
校
里
二
九
四
に
あ
る
。
原
位
置
と
考
え
ら
れ
る
。

〈
１
〉
と
〈
２
〉
は
、
上
記
し
た
よ
う
に
、
ま
た
拓
本
か
ら
も
う
か
が
わ
れ

る
よ
う
に
、
割
れ
て
失
っ
た
部
分
を
は
さ
ん
で
上
下
に
つ
な
が
る
た
め
【
図
８

―
８
】、
こ
こ
で
は
両
者
を
合
わ
せ
て
示
す
。
な
お
、『
三
国
遺
事
』
と
重
な
る

部
分
は
、
こ
ち
ら
も
傍
線
を
引
い
て
お
く
。

１　
　
　
　
　
　

□
守
大
奈
麻
臣
金
陸
珎
奉　
　

敎
…
…
皇
龍
寺

２　
　
　
　
　

測
氾
兮
若
存
者
敎
亦
善
救
歸
于
九 

 
 

…
…
物
乎
甞
試
論
之
佛
道
之

３　
　
　
　

□
以
雙
忘
□
而
不
覺
遍
法
界
而
冥
立 

 
 

…
…
而
無
機
齊
大
空
而
□

４　
　
　
　

是
微
塵
之
刹
沙
數
之
區
競
禮
微
言
爭
崇 

 
 

…
…
廟
生
淨
心
者
久
而
□

５　
　
　
　

能
與
於
此
乎
鍪
藏
寺
者

６　
　
　

逈
絶
累
以
削
成
所
寄
冥
奧
自
生
虚
白
碧
澗
千
尋 

 
 

…
…
塵
勞
而
滌
蕩
寒

７　
　
　
　
　

中
宮
奉
爲

８　
　

明
業
繼
斷
鼇
功
崇
御
辯
運
璇
璣
而
照
寓
德
合
天
心
握
金
鏡

９　
　

何
圖
天
道
將
變
書
物
告
凶
享
國
不
永
一
朝
晏
駕　
　
　

中
宮

10　
　

身
罔
極
而
喪
禮
也
制
度
存
焉
必
誠
必
信
勿
之
有
悔
送
終
之
事

11　

密
藏
鬱
陶
研
精
寤
寐
求
之
思
所
以
幽
贊
冥
休
光
啓
玄
福
者
西
方

12　

府
之
淨
財
召
彼
名
匠
各
有
司
存
就
於
此
寺
奉
造
阿
弥
陁
佛
像
一

13　

見
眞
人
於
石
塔
東
南
崗
上
之
樹
下
西
面
而
坐
爲
大
衆
説
法
既
覺

14　
　

巉　

溪
澗
激
迅
維
石
巖
巖
山
有
朽
壤
匠
者
不
顧
咸
謂
不
祥
及

15　
　
　
　

之
固
正
當
殿
立
有
若
天
扶
于
時
見
者
愕
然
而
驚
莫
不

16　
　
　
　
　
　

至
百
慮
多
岐
一
致
于
誠
誠
也
者
可
以
動
天
地
□

17　
　
　
　
　
　
　
　
　

□
旣
得
匪
棘
其
欲
子
來
成
之
其
像
則
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５　
　
　
　

10　
　
　
　

15　
　
　
　

20　
　
　
　

25

１　

 

元
和
五
年
庚
寅
六
月
三
日
順
表
□
塔
金
堂
治
成
文
記
之
辛
亥
年
仁
陽
寺

２　

 

鍾
成
辛
酉
年
六
寺
安
居
食
六
百
六
石
壬
戌
年
仁
陽
寺
取
妙
戸
頂
礼
石
成

３　

 

同
寺
金
堂
治
同
年
辛
熱
楡
川
二
駟
施
食
百
二
石
乙
丑
年
仁
陽
无
上
舍
成

４　

 

壬
午
年
京
奉
德
寺
永
興
寺
天
巖
寺
寶
藏
寺
施
食
二
千
七
百
十
三
石
壬
午

５　

 

年
仁
陽
寺
三
寶
中
入
食
九
百
五
十
四
石
同
年
塔
盧
半
治
癸
未
年
仁
陽
寺

金

６　

 

堂
内
像
成
同
年
苑
池
寺
金
堂
内
像
成
癸
未
年
仁
陽
寺
塔
第
四
層
治
同
年

７　

 

仁
陽
寺
佛
門
四
角
鐸
成
乙
酉
年
仁
陽
寺
金
堂
仏
門
居
堂
盖
丁
亥
年
須
弥

８　

 

成
己
丑
年
常
樂
寺
无
庚
會
成
庚
寅
年
同
寺
无
報
會
成
同
年
大
谷
寺
石
塔

９　

 

成
己
丑
年
仁
陽
寺
赤
戸
階
成
寺
戸
石
梯
頂
礼
二
石
成
□
鶴
足
石
成
庚
寅

10　

 

年
龍
頭
成
辛
亥
年
初
庚
寅
年
至
間
□
合
用
食
一
万
五
千
五
百
九
十
五
石

ま
た
側
面
に
も
文
字
が
あ
り
、
こ
の
本
文
か
ら
す
れ
ば
、
右
側
面
（
東
面
）

に
は
（【
図
９
―
２
】【
図
９
―
７
】）、

１　

夫
大
要
多
語
求
之
□
等
□
□
□
門
八
萬
…
…

２　

有
木
食
巖
居
草
□
石
□
…
…

と
あ
り
、
左
側
面
（
西
面
）
に
（【
図
９
―
３
】）、

３　

依
三
寶
奉
報
四
恩
復
有
偏
□
身
献
佛
役
力
供
僧
栖
遲
廻
谷
宴
默
深
山

４　

雪
中
截
臂
碓
下
通
心
怜
□
鳩
割
股
念
佛
投
身
如
此
等
類
皆
是
菩
提

と
つ
づ
く
。
南
面
の
本
文
は
、
右
の
部
分
の
み
で
完
結
し
、
側
面
は
、
右
側
面

か
ら
左
側
面
に
つ
づ
く
の
で
あ
る
。
南
面
と
は
別
の
文
で
あ
る
（
頌
文
と
さ
れ
る
）。

そ
の
存
在
が
学
界
に
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、『
朝
鮮
金
石
総
覧
』

公
刊
（
一
九
一
九
年
）
以
後
で
あ
り
「
邑
内
石
仏
造
像
記
」
と
題
し
て
い
た
。

古
蹟
調
査
の
一
環
と
し
て
、
一
九
一
七
年
九
月
～
一
一
月
に
か
け
て
今
西
龍
が

善
山
・
咸
安
・
高
霊
な
ど
慶
尚
道
の
古
蹟
調
査
を
実
施
し
、
昌
寧
郡
の
調
査
の

な
か
で
本
碑
も
対
象
と
し
、「
塔
堂
治
成
文
記
碑
」
と
題
し
て
報
告
し
て
い
た

が
、
報
告
書
刊
行
は
一
九
二
〇
年
に
な
っ
た
（『
大
正
六
年
度
古
蹟
調
査
報
告
』

朝
鮮
総
督
府
）。
な
お
後
者
に
よ
れ
ば
、
壊
れ
か
け
た
碑
閣
が
あ
り
、
里
人
の

信
仰
対
象
に
な
っ
て
い
た
と
記
す
。
つ
ま
り
現
地
で
は
、
以
前
か
ら
知
ら
れ
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
、
新
し
い
碑
閣
が
造
ら
れ
、
現
在
は
、
周

囲
が
広
く
整
備
さ
れ
て
い
る
【
図
９
―
４
】。

碑
石
は
四
面
で
、
一
面
（
北
面
）
に
僧
侶
の
像
が
陽
刻
さ
れ
て
お
り
【
図
９

―
５
】、
残
り
の
三
面
に
文
字
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
形
態
の
碑
は
、

極
め
て
特
異
な
も
の
で
あ
る
。
僧
侶
像
は
、
か
つ
て
は
仏
像
（
地
蔵
な
ど
）
と

さ
れ
て
い
た
が
、
文
明
大
が
僧
侶
像
で
あ
る
と
し
て
以
来
、
そ
の
よ
う
に
見
ら

れ
て
い
る
（「
仁
陽
寺
塔
金
堂
治
成
碑
文
の
一
考
察
」『
新
羅
伽
倻
文
化
』
一
一

輯
、
嶺
南
大
学
校
新
羅
伽
倻
文
化
研
究
所
、
一
九
八
〇
年
）。
韓
国
に
お
け
る

唯
一
の
僧
像
碑
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
高
さ
は
一
六
〇
セ
ン
チ
、
幅
は
四
八
セ
ン

チ
、
厚
さ
は
一
八
・
五
セ
ン
チ
で
あ
る
。「
昌
寧
塔
金
堂
治
成
文
記
碑
」
と
し

て
宝
物
二
二
七
号
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

僧
侶
像
の
裏
面
（
南
面
）【
図
９
―
６
】
が
碑
の
本
文
で
あ
り
、
一
〇
行
か

ら
な
る
【
図
９
―
１
】。
一
行
は
、
基
本
二
七
字
あ
る
。
釈
文
は
、
い
く
つ
か

提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
お
も
に
河
日
植
「
昌
寧
仁
陽
寺
碑
文
の
研
究
」『
韓
国

史
研
究
』
九
五
号
、
一
九
九
七
年
）
お
よ
び
金
成
周
・
朴
ヨ
ン
シ
ク
「
昌
寧
仁

陽
寺
碑
文
の
判
讀
と
解
釋
」（『
木
簡
と
文
字
』
二
二
号
、
二
〇
一
九
年
）
に
よ

り
な
が
ら
、
写
真
・
拓
本
で
確
認
し
た
と
こ
ろ
を
示
せ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
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【図９―１】仁陽寺碑本文拓本
（156.2×50.5cm　朝拓-013）

【図９―５】同碑僧侶像（田中撮影）

【図９―４】同碑碑閣と周辺（田中撮影）

右【図９―２】同碑東面拓本（158.3×21.7cm）
左【図９―３】同碑西面拓本（153.1×22.2cm）

【図９―６】同碑本文（田中撮影）

【図９―７】同碑東面（田中撮影）
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詳
細
は
わ
か
ら
な
い
が
、
と
も
に
安
居
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
安
居
は

毎
年
の
行
事
か
と
思
う
が
、
な
ぜ
こ
こ
に
の
み
書
か
れ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な

い
。
六
寺
ま
と
ま
っ
て
、
特
別
な
安
居
を
し
た
と
い
う
こ
と
か
。
安
居
は
僧
侶

が
外
出
し
な
い
で
三
箇
月
座
禅
し
て
過
ご
す
仏
事
で
あ
る
。

「
食
」
は
、
鮎
貝
房
之
進
「
昌
寧
邑
内
石
仏
光
背
記
」（『
雑
攷
』
第
六
輯
上
編
、

私
家
版
、
一
九
三
四
年
）
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
地
方
一
般
の
常
食
は
粟
で
あ
り
、

こ
の
場
合
は
そ
の
粟
を
指
す
と
す
る
。
崔
鉛
植
「
昌
寧
仁
陽
寺
造
成
碑
」〔
韓

国
古
代
社
会
研
究
所
編
『
訳
註
韓
国
古
代
金
石
文
』
第
三
巻
、
駕
洛
国
史
蹟
開

発
研
究
院
、
一
九
九
二
年
〕
は
米
で
よ
い
と
す
る
。「
六
百
六
石
」
の
「
石
」

字
は
、
碑
面
に
お
い
て
は
、
第
一
画
を
欠
い
た
か
た
ち
の
文
字
で
あ
る
が
、
通

常
の
漢
字
に
は
な
い
（
新
羅
の
国
字
）。
こ
こ
で
は
便
宜
上
「
石
」
字
に
し
て

お
く
。
穀
物
の
単
位
で
あ
る
。
そ
れ
と
は
異
な
り
、「
頂
礼
石
」
な
ど
、
ほ
ん

ら
い
の
「
石
」
字
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、
区
別
さ
れ
る
。

「
取
妙
戸
」「
赤
戸
階
」「
□
鶴
足
石
」
な
ど
わ
か
ら
な
い
こ
と
ば
が
い
く
つ

か
あ
る
。「
頂
礼
石
」
は
、
拝
礼
石
で
あ
ろ
う
。「
二
駟
」
は
「
二
駅
」
で
あ
る
。

忠
清
北
道
清
州
市
の
上
党
山
城
な
ど
か
ら
出
土
す
る
瓦
に
「
沙
喙
部
属
長
池
馹
」

と
記
す
も
の
が
あ
る
。「
馹
」
は
「
駅
」
で
、
長
池
駅
を
い
う
。
本
碑
の
「
駟
」
も
、

駅
で
よ
い
。
新
羅
の
駅
伝
制
に
つ
い
て
は
、
こ
の
二
駅
も
含
め
て
整
理
し
た
こ

と
が
あ
る
（
田
中
「
朝
鮮
三
国
の
交
通
制
度
と
道
路
」『
日
本
古
代
の
交
通
・

交
流
・
情
報
』
１
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
六
年
）。「
施
食
」
で
あ
る
が
、
後

文
に
「
入
食
」
が
あ
る
た
め
、「
施
」
は
順
表
師
が
二
駅
に
布
施
し
た
と
み
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
み
よ
う
と
い
う
意
見
も
あ
る
。
し
か

し
仁
陽
寺
の
塔
・
金
堂
を
造
成
中
の
順
表
師
に
そ
の
よ
う
な
余
裕
が
あ
っ
た
か

ど
う
か
。
二
駅
か
ら
布
施
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
で
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。
京
の
四
寺
か
ら
の
「
施
食
」
も
同
じ
で
あ
る
。
奉
徳
寺
・
永
興
寺
・
天
巌

寺
は
、『
三
国
遺
事
』
に
も
京
の
寺
と
し
て
登
場
す
る
。「
无
庚
會
」「
无
報
會
」

こ
の
碑
文
本
文
は
、
新
羅
語
の
語
順
に
従
っ
て
漢
字
を
配
列
し
て
お
り
、
純

漢
文
で
は
な
い
（
そ
の
点
に
つ
い
て
は
南
豊
鉉
「
昌
寧
仁
陽
寺
碑
の
吏
読
文
考

察
」〔『
国
文
学
論
集
』
一
一
輯
、
檀
国
大
学
校
国
語
国
文
学
科
、
一
九
八
三
年
〕

参
照
）。「
治
」
と
「
成
」
が
頻
出
す
る
が
、「
治
」
は
修
理
、「
成
」
は
造
成
と

い
う
使
い
分
け
が
み
ら
れ
る
。
最
初
の
「
塔
金
堂
治
成
文
記
之
」
は
、「
塔
・

金
堂
を
修
理
し
た
り
造
っ
た
り
し
、
そ
の
記
録
と
し
て
の
文
を
記
す
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
記
し
て
は
い
な
い
が
、
つ
づ
く
文
章
の
全
体
か
ら
す
れ

ば
、
仁
陽
寺
堂
塔
の
修
理
・
造
成
を
中
心
と
し
た
記
録
と
い
え
る
。「
記
之
」

の
「
之
」
は
新
羅
金
石
文
に
よ
く
み
ら
れ
る
、
文
章
の
終
わ
り
を
示
す
語
。「
順

表
□
」
は
そ
う
し
た
事
業
を
進
め
た
僧
の
名
で
「
□
」
は
「
師
」
か
。
そ
う
で

あ
れ
ば
、
文
章
を
書
い
た
の
は
、
順
表
で
は
な
く
、
順
表
を
師
と
し
て
あ
お
ぎ
、

そ
の
業
績
を
讃
え
よ
う
と
し
た
第
三
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
「
順

表
師
、
塔
・
金
堂
を
治
し
、
成
し
た
れ
ば
、
文
を
記
す
」
と
読
む
こ
と
に
な
り
、

「
順
表
師
が
塔
・
金
堂
を
修
理
し
た
り
造
っ
た
り
し
た
。
そ
こ
で
そ
の
こ
と
を

記
録
す
る
文
章
を
記
す
」
と
訳
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
修
理
さ
れ
た
り
、
お

造
り
に
な
ら
れ
た
」
と
い
う
尊
敬
の
気
持
ち
で
書
い
た
も
の
と
思
う
が
、
そ
の

よ
う
な
場
合
に
用
い
る
「
在
」
な
ど
の
助
辞
が
な
い
の
で
、
こ
の
よ
う
に
し
て

お
く
。
冒
頭
に
「
元
和
五
年
庚
寅
（
八
一
〇
）
六
月
三
日
」
と
い
う
、
文
章
を

記
し
た
日
付
を
書
い
て
お
り
、
年
代
が
特
定
で
き
る
貴
重
な
碑
と
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
以
下
は
、
具
体
的
な
治
・
成
の
対
象
を
干
支
年
と
と
も
に
記
す
も
の

で
、
最
初
の
「
辛
亥
年
仁
陽
寺
鍾
成
」
は
、「
辛
亥
年
（
七
七
一
）
に
仁
陽
寺

の
鍾
を
造
っ
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
辛
酉
年
六
寺
安
居
食
六
百
六
石
」
は
、

六
寺
で
安
居
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
六
寺
は
わ
か
ら
な
い
。「
六
寺
」
は
固
有

名
詞
と
し
て
の
六
寺
と
み
る
意
見
も
あ
る
が
、
六
箇
寺
と
み
て
も
問
題
は
な
い
。

順
表
あ
る
い
は
仁
陽
寺
と
関
わ
り
の
あ
る
寺
と
考
え
ら
れ
、
本
碑
に
登
場
す
る

苑
池
寺
・
常
楽
寺
・
大
谷
寺
な
ど
を
含
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ら
の
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寺
で
安
居
し
、
食
六
百
六
石
。
壬
戌
年
（
七
八
二
）
に
仁
陽
寺
の
取
妙
戸

の
頂
礼
石
を
造
っ
た
。
同
寺
の
金
堂
を
修
理
し
た
。
同
年
、
辛
熱
・
楡
川

の
二
駅
が
食
百
二
石
を
施
し
た
。
乙
丑
年
（
七
八
五
）
に
仁
陽
〔
寺
の
〕

无
上
舍
を
造
っ
た
。
壬
午
年
（
八
〇
二
）
に
京
の
奉
徳
寺
・
永
興
寺
・
天

巌
寺
・
宝
蔵
寺
が
、
食
二
千
七
百
十
三
石
を
施
し
た
。
壬
午
年
に
、
仁
陽

寺
の
三
宝
中
に
食
九
百
五
十
四
石
を
入
れ
た
。
同
年
、
塔
の
盧
半
（
露
盤
）

を
修
理
し
た
。
癸
未
年
（
八
〇
三
）
に
仁
陽
寺
の
金
堂
内
の
像
を
造
っ

た
。
同
年
に
苑
池
寺
の
金
堂
内
の
像
を
造
っ
た
。
癸
未
年
に
仁
陽
寺
の
塔

の
第
四
層
を
修
理
し
た
。
同
年
に
仁
陽
寺
の
仏
門
の
四
隅
の
風
鐸
を
造
っ

た
。
乙
酉
年
（
八
〇
五
）
に
仁
陽
寺
の
金
堂
の
仏
門
の
居
堂
〔
の
屋
根
〕

を
盖
っ
た
。
丁
亥
年
（
八
〇
七
）
に
須
弥
壇
を
造
っ
た
。
己
丑
年
（
八
〇

九
）
に
常
楽
寺
の
无
庚
会
を
造
っ
た
。
庚
寅
年
（
八
一
〇
）
に
同
寺
の
无

報
会
を
造
っ
た
。
同
年
に
大
谷
寺
の
石
塔
を
造
っ
た
。
己
丑
年
に
仁
陽
寺

の
赤
戸
階
を
造
っ
た
。
寺
戸
の
石
梯
・
頂
礼
二
石
を
造
っ
た
。
□
鶴
足
石

を
造
っ
た
。
庚
寅
年
に
〔
幢
竿
の
〕
龍
頭
を
造
っ
た
。
辛
亥
年
か
ら
始
め
、

庚
寅
年
に
至
る
ま
で
の
間
、
□
合
わ
せ
て
用
い
た
食
は
一
万
五
千
五
百
九

十
五
石
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
裏
面
の
僧
侶
像
は
、
順
表
師
で
あ
る

と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
新
羅
僧
の
姿
が
残
さ
れ
た
と
い
う
点
で
も
、
興

味
深
い
。
現
在
、
碑
の
ま
わ
り
が
広
く
整
備
さ
れ
て
い
る
が
、
朴
洪
國
に
よ
れ

ば
、
散
布
遺
物
な
ど
を
通
し
て
、
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
×
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
大

き
い
伽
藍
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
（「
昌
寧
仁
陽
寺
碑
文
の
塔
関
聯

記
事
に
対
す
る
検
討
」『
新
羅
文
化
』
三
二
号
、
二
〇
〇
八
年
）。

は
、
法
会
で
あ
ろ
う
が
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

読
み
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
（
側
面
は
省
略
）。

元
和
五
年
庚
寅
（
八
一
〇
）
六
月
三
日
、
順
表
□
、
塔
・
金
堂
を
治
し
、

成
し
た
れ
ば
、
文
を
記
す
。
辛
亥
年
（
七
七
一
）、
仁
陽
寺
の
鍾
を
成
す
。

辛
酉
年
（
七
八
一
）、
六
寺
安
居
し
、
食
六
百
六
石
。
壬
戌
年
（
七
八
二
）、

仁
陽
寺
の
取
妙
戸
頂
礼
石
を
成
す
。
同
寺
の
金
堂
治
す
。
同
年
、
辛
熱
・

楡
川
二
駟
（
駅
）、
食
百
二
石
を
施
す
。
乙
丑
年
（
七
八
五
）、
仁
陽
〔
寺
の
〕

无
上
舍
を
成
す
。
壬
午
年
（
八
〇
二
）、
京
の
奉
德
寺
・
永
興
寺
・
天
巖
寺
・

寶
藏
寺
、
食
二
千
七
百
十
三
石
を
施
す
。
壬
午
年
、
仁
陽
寺
の
三
寶
中
に

食
九
百
五
十
四
石
を
入
れ
る
。
同
年
、
塔
盧
半
（
露
盤
）
治
す
。
癸
未
年

（
八
〇
三
）、
仁
陽
寺
の
金
堂
内
の
像
を
成
す
。
同
年
、
苑
池
寺
の
金
堂
内

の
像
を
成
す
。
癸
未
年
、
仁
陽
寺
の
塔
の
第
四
層
を
治
す
。
同
年
、
仁
陽

寺
の
佛
門
四
角
の
鐸
を
成
す
。
乙
酉
年
（
八
〇
五
）、
仁
陽
寺
の
金
堂
の

仏
門
居
堂
を
盖
ふ
。
丁
亥
年
（
八
〇
七
）、
須
弥
を
成
す
。
己
丑
年
（
八

〇
九
）、
常
樂
寺
の
无
庚
會
を
成
す
。
庚
寅
年
（
八
一
〇
）、
同
寺
の
无
報

會
を
成
す
。
同
年
、
大
谷
寺
の
石
塔
を
成
す
。
己
丑
年
、
仁
陽
寺
の
赤
戸

階
を
成
す
。
寺
戸
の
石
梯
・
頂
礼
二
石
を
成
す
。
□
鶴
足
石
を
成
す
。
庚

寅
年
、
龍
頭
を
成
す
。
辛
亥
年
よ
り
初
め
、
庚
寅
年
に
至
る
の
間
、
□
合

わ
せ
て
用
い
し
食
一
万
五
千
五
百
九
十
五
石
。

訳
を
つ
け
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

元
和
五
年
庚
寅
（
八
一
〇
）
六
月
三
日
に
順
表
師
が
塔
・
金
堂
を
修
理
し

た
り
造
っ
た
り
し
た
。
そ
こ
で
そ
の
こ
と
を
記
録
す
る
文
章
を
記
す
。
辛

亥
年
（
七
七
一
）
に
仁
陽
寺
の
鍾
を
造
っ
た
。
辛
酉
年
（
七
八
一
）
に
六
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大
王
嘆
じ
て
曰
は
く
、「
於
戯
、
寡
人
不
徳
を
以
て
大
業
を
丕
承
し
、

上
に
は
陰
陽
の
造
化
を
虧か

き
、
下
に
は
黎
庶
の
歡
無
し
。
萬
機
の
暇

に
心
を
釋
風
に
留
む
。
誰
か
與
に
伴
と
爲
ら
ん
や
」
と
。
粤こ
こ

に
内
養

す
る
者
有
り
。
姓
は
朴
、
字
は
猒
髑
【
或
ひ
は
異
次
に
作
る
。
或
ひ

は
伊
處
と
云
ふ
。
方
音
の
別
な
り
。
譯
し
て
猒
と
云
ふ
な
り
。
髑
・

頓
・
道
・
覩
・
獨
等
は
皆
な
書
者
の
便
に
隨
ふ
。
乃
ち
助
辭
な
り
。

今
、
上
を
譯
し
て
下
を
譯
さ
ず
。
故
に
猒
髑
と
云
ふ
。
又
た
猒
覩
等

と
】。
其
の
父
、
未
だ
詳
ら
か
な
ら
ず
。
祖
は
阿
珎
宗
。
即
ち
習
寳

葛
文
王
の
子
な
り
【
新
羅
の
官
爵
、
凡
そ
十
七
級
。
其
の
第
四
を
波

珎
喰
（
湌
）
と
曰
ふ
。
亦
た
阿
珎
喰
（
湌
）
と
云
ふ
な
り
。
宗
は
其

の
名
な
り
。
習
寳
も
亦
た
名
な
り
。
羅
人
凡
そ
王
者
を
追
封
し
て
皆

な
葛
文
王
と
称
す
。
其
の
實
、
史
臣
も
亦
た
未
詳
な
り
と
云
ふ
。
又

た
金
用
行
撰
阿
道
碑
を
按
ず
る
に
、
舎
人
時
に
年
二
十
六
。
父
は
吉
升
。

祖
は
功
漢
。
曽
祖
は
乞
解
大
王
な
り
、
と
】。
竹
栢
を
挺て
い

し
て
質
と

爲
し
、
水
鏡
を
抱
き
て
志
と
爲
す
。
善
を
積
む
曽
孫
、
望
は
宮
内
の

爪そ
う

牙が

（
君
主
を
助
け
る
武
臣
）
に
し
て
、
聖
朝
の
忠
臣
な
り
。
河
清

の
登
侍
（
黄
河
が
清
く
な
っ
た
と
き
に
侍
臣
と
し
て
登
用
さ
れ
る
）

を
企
つ
。
時
に
年
二
十
二
。
當
に
舎
人
に
充
つ
べ
し
【
羅
爵
に
大
舎
・

小
舎
等
有
り
。
盖
し
下
士
の
秩
な
り
】。
龍
顔
を
瞻せ
ん

仰ぎ
ょ
うし
、
知
情
撃

目
し
、
奏
し
て
云
は
く
、「
臣
聞
く
、
古
人
、
策
を
蒭す
う

堯ぎ
ょ
う（

草
刈
り

と
き
こ
り
）
に
問
ふ
、
と
。
願
は
く
ば
危
罪
を
以
て
啓
し
諮
ら
ん
」
と
。

王
曰
は
く
、「
爾
の
爲
す
所
に
非
ず
」
と
。
舎
人
曰
は
く
、「
國
の
爲

に
身
を
亡
ぼ
す
は
臣
の
大
節
な
り
。
君
の
爲
に
命
を
盡
く
す
は
民
の

直
義
な
り
。
謬
り
て
辭
を
傳
へ
し
を
以
て
、
臣
を
刑
し
斬
首
す
れ
ば
、

則
ち
萬
民
咸
な
伏
さ
ん
。
敢
え
て
教
に
違
は
ず
」
と
。
王
曰
は
く
、「
肉

を
解
き
躯
を
枰
り
將
に
一
鳥
を
贖
は
ん
と
し
、
血
を
洒そ
そ

ぎ
命
を
摧く

だ

き
、

一
〇
、
異
次
頓
殉
教
碑

〔
朝
拓
―
０
１
４
〕【
図
10
―
１
】

拓
本
旧
所
蔵
者
の
拓
本
袋
に
お
け
る
表
記
は
「
異
次
頓
供
養
塔
記
」
と
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
現
所
蔵
者
の
国
立
慶
州
博
物
館
に
お
け
る
表
記
に
従
っ
て
「
異

次
頓
殉
教
碑
」
と
す
る
。

異い

次じ

頓と
ん

と
は
、
新
羅
の
法
興
王
代
の
仏
教
受
容
に
際
し
て
志
願
し
て
斬
首
さ

れ
た
殉
教
の
臣
で
あ
る
。

『
三
国
遺
事
』
巻
三
・
原
宗
興
法
猒い

（
文
字
と
し
て
は
胃
＋
犬
で
あ
る
が
、

そ
の
字
は
な
い
の
で
「
猒
」
で
代
用
す
る
）
髑だ
く

滅
身
（
原
宗
法
を
興
し
【
訥
祗

の
世
を
距
つ
こ
と
一
百
餘
年
】
猒
髑
身
を
滅
ぼ
す
）
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ

る
。
原
宗
と
は
法
興
王
、
猒
髑
が
異
次
頓
の
こ
と
で
あ
る
。

新
羅
本
記
、
法
興
大
王
の
即
位
十
四
年
、
小
臣
異
次
頓
、
法
の
爲
に
身
を

滅
ぼ
せ
り
。
即
ち
蕭
梁
普
通
八
年
丁
未
（
五
二
七
）
に
し
て
、
西
竺
の
達
摩
、

金
陵
に
來
た
る
の
歳
な
り
。
是
の
年
、
朗
智
法
師
も
亦
た
始
め
て
靈
鷲
山

に
住
し
、
法
を
開
く
。
則
ち
大
教
の
興
衰
、
必
ら
ず
遠
近
相
感
じ
て
時
を

一
に
す
。
此
に
於
て
信
ず
可
し
。
元
和
中
（
八
〇
六
～
八
二
〇
）、
南
澗

寺
の
沙
門
一
念
、
髑だ
く

香こ
う

墳ふ
ん

禮ら
い

佛ぶ
つ

結け
っ

社し
ゃ

文ぶ
ん

を
撰
し
、
此
の
事
を
載
せ
る
こ
と

甚
だ
詳
し
。
其
の
略
に
曰
は
く
、

昔
、
法
興
大
王
に
在
り
て
は
、
紫
極
の
殿
に
垂す
い

拱き
ょ
う（
手
を
こ
ま
ね
い

て
何
事
も
し
な
い
）
し
、
扶
桑
の
域
を
俯
察
し
、
以
て
謂
へ
ら
く
、「
昔
、

漢
明
〔
帝
〕、
夢
に
感
じ
佛
法
東
流
す
。
寡
人
位
に
登
り
て
自
り
願

は
く
ば
蒼
生
の
爲
に
修
福
滅
罪
の
處
を
造
ら
ん
と
欲
せ
り
」
と
。
是

に
於
て
朝
臣
【
郷
傳
に
云
ふ
、「
工
目
（
上
臣
？
）
謁
恭
等
と
】
未

だ
深
意
を
測
ら
ず
唯
だ
理
國
の
大
義
に
遵
ひ
建
寺
の
神
略
に
從
は
ず
。
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る
の
侶
、
泣
血
し
て
相
顧
み
、
月
庭
に
交
袖
す
る
の
朋
、
斷
膓
し
て

惜
別
す
。
柩
を
望
み
聲
を
聞
か
ん
と
す
。
考
妣
を
喪
ふ
が
如
し
。
咸

な
謂
は
く
、
子
推
（
介か
い

子し

推す
い

。
晉
の
文
公
の
忠
臣
。
文
公
が
逃
亡
中
、

空
腹
の
時
、
股
の
肉
を
割
い
て
食
べ
さ
せ
た
）
股
を
割
く
も
未
だ
其

の
苦
節
に
比
ぶ
る
に
足
ら
ず
、
弘こ
う

演え
ん

（
衛
の
懿
公
の
忠
臣
。
懿
公
が

殺
さ
れ
た
あ
と
、
外
国
か
ら
帰
国
し
た
弘
演
は
残
っ
て
い
た
主
の
肝

を
自
分
の
腹
を
割
い
て
入
れ
た
）
腹
を
刳え
ぐ

る
も
詎な

ん

ぞ
能
く
其
の
壯
烈

に
方く
ら

べ
ん
や
。
此
れ
乃
ち
丹た

ん

墀ち

（
宮
廷
）
の
信
力
を
扶
け
、
阿
道
の

本
心
を
咸
あ
ま
ね
くす

。
聖
者
な
り
。
遂
に
乃
ち
北
山
の
西
嶺
に
葬
る
【
即
ち

金
剛
山
な
り
。
傳
に
云
は
く
、「
頭
飛
落
せ
る
處
に
し
て
、
因
り
て

其
の
地
に
葬
る
」
と
。
今
言
は
ざ
る
は
何
ぞ
や
】。
内
人
之
を
哀
れ
み
、

勝
地
を
卜
し
て
蘭
若
を
造
り
、
名
づ
け
て
刺し

楸し
ゅ
う

寺じ

と
曰
ふ
。
是
に

於
て
家
家
禮
を
作
さ
ば
、
必
ず
世
榮
を
獲
、
人
人
道
を
行
は
ば
、
當

に
法
利
に
曉
な
る
べ
し
。

と
（（　

）
内
は
田
中
補
）。

こ
こ
に
は
、
一
念
「
髑
香
墳
禮
佛
結
社
文
」
を
引
い
て
、
異
次
頓
が
、
仏
教

を
公
認
し
よ
う
と
し
て
群
臣
の
反
対
に
あ
っ
た
法
興
王
の
た
め
に
、
み
ず
か
ら

が
志
願
し
て
斬
首
さ
れ
た
経
緯
な
ど
を
伝
え
て
い
る
。
斬
ら
れ
た
異
次
頓
か
ら

は
、
白
乳
が
湧
い
て
出
た
。
注
に
引
か
れ
た
郷
伝
に
は
、
首
は
金
剛
山
頂
に
ま

で
飛
ん
で
行
っ
た
と
あ
る
。
異
次
頓
は
、
そ
の
金
剛
山
（
北
山
。
小
金
剛
山
）

の
西
嶺
に
葬
ら
れ
、
内
人
（
朝
廷
の
人
々
）
が
哀
れ
ん
で
、
景
勝
の
地
に
刺
楸

寺
を
造
っ
た
と
い
う
。
結
社
文
題
目
の
「
髑
香
墳
」
は
、
こ
の
葬
地
を
指
す
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
に
と
り
あ
げ
る
「
異
次
頓
殉
教
碑
」
は
、『
朝
鮮
書
道
菁
華
』
一
・
金

生
に
引
か
れ
た
碑
文
冒
頭
部
分
に
「
元
和
十
三
秊
戊
戌 （
八
一
八
）
八
月
十
日
」

自
ら
七
獸
を
怜あ
は
れむ

。
朕
の
意
は
人
を
利
す
る
こ
と
な
り
。
何
ぞ
罪
無

き
も
の
を
殺
さ
ん
。
汝
、
功
徳
を
作
す
と
雖
も
、
罪
を
避
く
る
に
如

か
ず
」
と
。
舎
人
曰
は
く
、「
一
切
の
捨
て
難
き
は
身
命
を
過
ぎ
ず
。

然
れ
ど
も
小
臣
夕
べ
に
死
し
、
大
教
朝
に
行
は
れ
ば
、
佛
日
再
び
中

し
、
聖
主
長
く
安
ら
か
な
ら
ん
」
と
。
王
曰
は
く
、「
鸞ら
ん

鳳ほ
う

の
子
は

幼
く
し
て
凌
り
ょ
う

霄し
ょ
うの

心
有
り
。
鴻こ

う

鵠こ
く

の
兒
は
生
ま
れ
な
が
ら
截さ

い

波は

の
勢

を
懷
く
。
爾
、
是
く
の
如
き
を
得
れ
ば
、
大
士
の
行
ひ
と
謂
ふ
可
け

ん
や
」
と
。
焉
に
於
て
大
王
、
權か

り
に
咸
儀
を
整
へ
、
東
西
に
風ふ

う

刀と
う

（
身
を
切
る
風
）
し
、
南
北
に
霜
仗
し
て
以
て
群
臣
を
召
す
。
乃
ち

問
ふ
。「
卿
等
、
我
に
於
て
精
舎
を
造
ら
ん
と
欲
す
る
に
故
ら
に
留

難
を
作
せ
り
」
と
【
郷
傳
に
云
ふ
、「
髑
、
王
命
を
以
て
下
に
傳
へ
、

工
を
興
し
寺
を
創
ら
ん
と
す
る
の
意
を
爲
す
。
羣
臣
來
た
り
王
を
諌

む
。
乃
ち
髑
を
責
怒
し
、
刑
す
る
に
僞
り
て
王
命
を
傳
へ
し
を
以
て

す
」
と
】。
是
に
於
て
羣
臣
、
戰
戰
兢
懼
し
、
倊そ
う

侗と
う

（
お
ろ
か
に
苦

し
む
）
し
て
誓
を
作
し
、
手
を
東
西
に
指
す
。
王
、
舎
人
を
喚
び
て

之
に
詰せ
ま

る
。
舎
人
色
を
失
な
ひ
辭
の
以
て
對
す
る
無
し
。
大
王
忿
怒
し
、

勅
し
て
之
を
斬
ら
し
む
。
有
司
、
縛
り
て
衙
下
に
到
る
。
舎
人
誓
ひ

を
作
し
、
獄
吏
之
を
斬
る
。
白
乳
湧
き
て
出
づ
る
こ
と
一
丈
【
郷
傳

に
云
ふ
、「
舎
人
誓
ひ
て
曰
は
く
、
大
聖
法
王
、
佛
教
を
興
さ
ん
と

欲
す
れ
ば
、
身
命
を
顧
み
ず
、
多
く
結
緑
（
縁
）
を
却し
り
ぞく

。
天
、
瑞

祥
を
垂
れ
遍
く
人
庶
に
示
せ
、
と
。
是
に
於
て
其
の
頭
飛
び
出
で
て

金
剛
山
頂
に
落
ち
た
り
」
云
云
】。
天
四
た
び
黯あ
ん

黲さ
ん

た
り
、
斜し

ゃ

景け
い

（
夕

日
）
之
が
爲
に
晦
明
た
り
。
地
六
た
び
震
動
し
、
雨
花
之
が
爲
に
飄

落
す
。
聖
人
哀
戚
し
、
悲
涙
を
龍
衣
に
沾う
る
おし

、
冢
宰
憂
傷
し
、
輕
汗

を
蝉せ
ん

冕べ
ん

（
臣
下
の
冠
）
に
流
す
。
甘
泉
忽
ち
渇
れ
、
魚
鼈
爭
ひ
躍
び
、

直
木
先
折
し
猿え
ん

猱じ
ゅ
う（

さ
る
）
群
鳴
す
。
春
宮
に
連れ

ん
鏕ひ

ょ
う（

く
つ
わ
）
す
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③〔105.2×34.8cm〕 ②〔105.9×34.4cm〕

⑤〔105.0×34.8cm〕

①〔105.3×34.7cm〕

④〔105.9×34.5cm〕⑥〔105.6×34.4cm〕

【図10―１】異次頓殉教碑拓本（朝拓─014）
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【図10―７】東庵址磨崖仏（田中撮影）

【図10―５】同碑第五、六面
（国立慶州博物館展示。田中撮影）

【図10―３】同碑第一面
（国立慶州博物館展示。田中撮影）

【図10―４】同碑第三、四面
（国立慶州博物館展示。田中撮影）

【図10―２】異次頓殉教碑冒頭部分
（『朝鮮書道菁華』一）

【図10―６】栢栗寺（田中撮影）
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い
た
栢
栗
寺
に
、
当
初
よ
り
立
て
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
が
、

「
孤
墳
」
に
近
い
の
は
む
し
ろ
刺
楸
寺
で
あ
り
、
そ
こ
に
立
て
ら
れ
た
と
考
え

る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
刺
楸
寺
が
栢
栗
寺
の
前
身
で
あ
る
と
い
う

み
か
た
が
あ
り
（
朴
方
龍
「
慶
州
金
剛
山
の
仏
蹟
」『
掘
仏
寺
遺
蹟
発
掘
調
査

報
告
書
』
文
化
財
研
究
所
慶
州
古
蹟
発
掘
調
査
団
、
一
九
八
六
年
）、
そ
の
点

を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

栢
栗
寺
は
、
慶
州
の
北
岳
で
あ
る
金
剛
山
の
西
側
中
腹
に
現
存
し
て
い
る
【
図

10
―
６
】。『
三
国
遺
事
』
巻
三
・
栢
栗
寺
条
に
は
、
天
授
三
年
壬
辰
（
六
九
二
）

九
月
七
日
、
孝
昭
王
に
国
仙
（
花
郎
主
）
と
さ
れ
た
夫
礼
郎
が
、
翌
年
「
暮
春

の
月
、
徒
を
領
し
て
金
蘭
に
遊
び
北
溟
の
境
に
到
る
や
、
狄
賊
の
掠
む
る
所
と

な
り
て
去
」
っ
た
。
そ
こ
で
五
月
十
五
日
に
な
っ
て
、「
郎
の
二
親
、
栢
栗
寺

の
大
悲
像
の
前
に
就い
た

り
」
祈
っ
た
と
こ
ろ
、
郎
が
像
の
う
し
ろ
か
ら
あ
ら
わ
れ

た
、
と
い
う
栢
栗
寺
の
大
悲
像
の
霊
験
談
を
伝
え
る
。
話
の
内
容
は
と
も
か
く
、

栢
栗
寺
が
あ
ら
わ
れ
る
記
事
と
し
て
は
、
こ
れ
が
最
も
古
く
に
繋
年
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
確
か
な
史
料
で
は
な
い
が
、
栢
栗
寺
は
、
孝
昭
王
代
に
は
す
で
に

存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
智
異
山
双
溪
寺
記
」（
忽
滑
谷
快
天
『
朝
鮮
禅
教
史
』〔
春
秋
社
、
一
九
三

〇
年
〕
所
引
）
に
は
、
義
湘
の
弟
子
三
法
が
入
唐
し
、
栢
栗
寺
の
僧
大
悲
禅
伯

と
親
し
く
な
り
、
と
も
に
は
か
ら
っ
て
、
開
元
一
一
年
（
七
二
三
）
に
六
祖
慧

能
の
頂
相
（
首
）
を
取
っ
て
帰
国
し
た
、
と
い
っ
た
話
を
伝
え
て
い
る
。
ま
た
『
三

国
遺
事
』
巻
三
・
四
仏
山
掘
仏
山
万
仏
山
条
に
は
、
八
世
紀
な
か
ば
の
景
徳
王

が
「
栢
栗
寺
に
遊
幸
し
」
た
と
い
う
。
こ
こ
ま
で
降
れ
ば
確
実
で
あ
る
が
、
栢

栗
寺
の
創
建
は
、
や
は
り
七
世
紀
以
前
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

刺
楸
寺
が
栢
栗
寺
の
前
身
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る
理
由
は
、
本
碑
が
も
と
も

と
栢
栗
寺
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
ま
ず
第
一
で
あ
る
が
、

第
二
に
、
刺
楸
寺
の
「
刺
」
は
栢
の
漢
字
音
で
、「
楸
」
は
栗
の
一
種
で
あ
る
か
ら
、

と
あ
る
よ
う
に
（【
図
10
―
２
】）、
八
一
八
年
に
造
ら
れ
た
も
の
で
、
六
角
柱

形
を
し
て
お
り
、
石
幢
と
い
う
呼
称
も
あ
る
。
一
面
は
、
首
を
は
ね
ら
れ
血
を

ふ
き
あ
げ
た
異
次
頓
と
、
落
ち
た
首
、
さ
ら
に
天
が
降
ら
せ
た
「
名
花
」
が
浮

彫
り
さ
れ
て
お
り
（【
図
10
―
３
】）、
残
る
五
面
に
文
字
を
記
す
（【
図
10
―
４
、

５
】）。

『
朝
鮮
金
石
総
覧
』
や
葛
城
末
治
『
朝
鮮
金
石
攷
』（
大
阪
屋
号
書
店
、
一
九

三
五
年
）
に
よ
れ
ば
、
一
九
一
四
年
ま
で
「
栢
栗
寺
址
」
に
あ
っ
た
も
の
を
、

当
時
の
慶
州
古
蹟
保
存
会
に
移
し
た
と
い
う
。
本
館
拓
本
の
袋
に
も
「
慶
州
栢

栗
寺
。
今
慶
州
保
存
会
」
と
し
て
い
る
。
そ
れ
が
引
き
継
が
れ
て
、
現
在
は
国

立
慶
州
博
物
館
が
所
蔵
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
古
く
は
、
李
俣
『
大
東
金
石
書
』

（
一
六
六
八
年
）
に
「
栢
栗
寺
阿
桃
和
尚
八
面
碑
」、
そ
の
目
録
で
あ
る
『
大
東

金
石
目
』
に
「
栢
栗
碑
」「
栢
栗
寺
石
幢
」
と
す
る
。『
朝
鮮
金
石
総
覧
』
に
は

「
栢
栗
寺
石
幢
記
」、
葛
城
末
治
は
「
栢
栗
寺
六
面
石
幢
記
」
と
し
、
今
西
龍
は
「
栢

栗
寺
六
面
石
幢
刻
文
」
と
し
た
（「
慶
州
栢
栗
寺
六
面
石
幢
刻
文
」『
新
羅
史
研
究
』

近
澤
書
店
、
一
九
三
三
年
）。『
韓
国
金
石
全
文
』
で
は
「
栢
栗
寺
石
幢
記
」
と

し
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
読
む
こ
と
の
で
き
る
限
り
で
は
あ
る
が
、
文
中
に

「
栢
栗
寺
」
の
名
は
み
え
て
い
な
い
。「
栢
栗
寺
石
幢
記
」
な
ど
の
呼
称
は
、
一

九
一
四
年
ま
で
「
栢
栗
寺
址
」
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で

あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
は
疑
問
が
あ
る
。

異
次
頓
は
、
上
記
の
よ
う
に
「
北
山
の
西
嶺
」
す
な
わ
ち
金
剛
山
の
西
嶺
に

葬
ら
れ
た
よ
う
で
、
そ
れ
に
ち
な
む
こ
の
よ
う
な
石
幢
が
、
金
剛
山
に
建
て
ら

れ
た
と
し
て
も
お
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
。『
海
東
高
僧
伝
』（
一
二
一
五
年
）

釈
法
空
（
法
興
王
）
条
に
は
、
そ
の
撰
者
覚
訓
が
「
予
、
東
都
に
遊
び
金
剛
嶺

に
登
り
、
孤
墳
短
碑
を
見
、
慨
然
と
し
て
自
ら
止
め
る
能
は
ず
」
と
し
て
お
り
、

「
孤
墳
短
碑
」
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
「
短
碑
」
が
、「
異
次
頓
殉
教
碑
」
を

指
す
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
金
剛
山
に
す
で
に
存
在
し
て
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寺
址
と
は
位
置
が
相
違
し
て
ゐ
る
」
と
す
る
。

『
三
国
遺
事
』
巻
一
・
新
羅
始
祖
赫
居
世
王
条
の
、
六
村
を
説
明
し
た
箇
所

の
第
五
金
山
加
里
村
に
対
す
る
注
に
「
今
の
金
剛
山
の
栢
栗
寺
の
北
山
な
り
」

と
あ
る
。
こ
の
「
今
」
は
、『
三
国
遺
事
』
撰
述
の
一
三
世
紀
末
を
指
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
創
建
以
来
、
一
三
世
紀
末
ま
で
、
法
灯
が
つ
づ
い
て
い
た
と
み

て
よ
か
ろ
う
。
一
五
世
紀
の
『
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
』
や
、
一
七
世
紀
の
『
東

京
雑
記
』
に
は
、
古
跡
で
は
な
く
、
仏
宇
の
項
に
み
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
厳

密
に
と
ら
え
て
よ
い
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
が
、
い
ち
お
う
、
そ
の
後
も
つ
づ

い
て
い
た
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

次
に
位
置
の
移
動
の
問
題
で
あ
る
が
、『
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
』
仏
宇
の
栢

栗
寺
条
に
は
、
全
思
敬
の
「
西
楼
記
」
を
引
い
て
い
る
。
そ
の
全
文
は
次
の
通

り
で
あ
る
。

雞
林
の
楼
観
の
中
、
栢
栗
寺
の
楼
居
、
其
の
最
た
り
。
先
儒
鄭
知
常
輩
、

作
詩
題
詠
し
、
極
め
て
其
の
美
を
道い

ふ
。
創
始
の
歳
月
は
則
ち
考
ふ
る
べ

か
ら
ず
。
残
廃
せ
る
こ
と
、
已
に
甚
し
。
景
致
と
相
称
は
ず
。
鈴
平
君
尹

相
国
承
順
、
府
に
尹
た
る
の
二
年
、
倭
寇
既
に
退
き
、
戎
兵
久
し
く
閑
た

り
。
寺
の
住
持
見
海
・
府
倅
の
沈
于
慶
と
と
も
に
、
謀
り
て
重
新
せ
ん
と

欲
す
。
通
礼
門
祗
候
（
侯
）
金
精
美
・
安
逸
金
君
子
に
命
じ
、
戍
卒
を
領

し
て
其
の
役
を
督
せ
し
む
。
其
の
向
背
増
損
の
宜
、
皆
な
公
の
意
よ
り
し
、

而
し
て
登
臨
観
覧
の
富
、
昔
日
に
倍
せ
り
。
惟
れ
茲
の
寺
や
、
降
香
祝
釐

の
所
に
し
て
、
士
大
夫
の
常
に
徃
来
す
る
所
な
り
。
况
ん
や
新
羅
の
古
都

の
壮
観
遐
眺
、
惣
じ
て
此
の
楼
に
在
り
。
好
古
の
君
子
に
非
ざ
れ
ば
、
孰

れ
か
能
く
残
廃
を
革
め
華
構
を
為
し
、
四
方
の
遊
覧
せ
る
者
と
之
を
共
に

せ
ん
や
。
如あ
る

ひ
は
曰
わ
く
、
仏
宇
を
修
営
し
、
福
を
釈
氏
よ
り
邀む

か

ふ
る
は
、

尹
公
の
志
に
非
ざ
る
か
、
と
。

刺
楸
寺
と
栢
栗
寺
の
名
は
通
じ
る
、
と
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
わ
た
し
は
、

こ
の
考
え
に
賛
成
で
き
な
い
。
ま
ず
、
第
二
の
両
寺
名
が
通
じ
る
と
い
う
点
で

あ
る
が
、
こ
れ
は
か
な
り
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
同
名
で
異
表
記
と
い
う

こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
栢
栗
寺
の
み
多
く
用
い
ら
れ
て
刺
楸
寺
と
い

う
名
が
ほ
か
に
あ
ら
わ
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
な
ら
ば
む
し
ろ
、
単
に

改
名
さ
れ
た
と
み
る
ほ
う
が
無
理
が
な
い
。
ま
た
『
三
国
遺
事
』
の
栢
栗
寺
条

ほ
か
、
栢
栗
寺
の
縁
起
に
異
次
頓
の
名
が
ま
っ
た
く
あ
ら
わ
れ
な
い
の
は
、
大

い
に
問
題
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
わ
た
し
は
、
刺
楸
寺
の
創
建
は
、
栢
栗
寺
よ
り
遅
れ
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
て
い
る
。
刺
楸
寺
は
、
上
記
の
よ
う
に
「
内
人
、
之
を
哀
れ
み
、

勝
地
を
卜
し
て
蘭
若
を
造
り
、
名
づ
け
て
刺
楸
寺
と
曰
ふ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら

す
れ
ば
、
殉
教
か
ら
ま
も
な
く
造
営
さ
れ
た
蘭
若
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
異
次

頓
の
伝
説
は
、
仏
教
受
容
の
際
の
史
実
と
い
う
よ
り
は
、
し
だ
い
に
発
展
し
て

い
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
末
松
保
和
「
新
羅
仏
教
伝
来
伝
説

考
」（『
新
羅
史
の
諸
問
題
』
東
洋
文
庫
、
一
九
五
四
年
）
に
詳
し
い
。
そ
う
で

あ
れ
ば
、
刺
楸
寺
の
創
建
は
そ
れ
ほ
ど
古
く
な
く
て
も
よ
い
。
わ
た
し
は
、「
髑

香
墳
礼
仏
結
社
文
」
が
作
成
さ
れ
、「
異
次
頓
殉
教
碑
」
が
造
ら
れ
た
元
和
年
間
、

つ
ま
り
九
世
紀
初
の
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
い
っ
ぽ

う
栢
栗
寺
は
、
創
建
の
下
限
が
七
世
紀
末
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
じ
っ
さ
い
は
、

も
っ
と
さ
か
の
ぼ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
寺
の
創
建
は
、
栢
栗
寺

が
さ
き
で
、
刺
楸
寺
が
あ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
考
え
る
と
、
刺
楸
寺
が
栢
栗
寺
の
前
身
で
あ
る
と
み
る
余
地
は
ま
っ
た
く

な
い
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
栢
栗
寺
は
、
さ
き
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
金
剛
山
の
西
側
中
腹

に
現
存
す
る
が
、『
朝
鮮
金
石
総
覧
』
で
は
、
一
九
一
四
年
の
時
点
で
「
栢
栗

寺
址
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
葛
城
末
治
も
「
現
在
の
栢
栗
寺
は
古
へ
の
栢
栗
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そ
れ
よ
り
も
古
く
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
位
置
が
移
動
し
た
こ
と
を
示
す
史
料
が

あ
っ
た
、
と
は
思
え
な
い
か
ら
、
結
局
、
位
置
が
異
な
る
と
の
考
え
は
、
な
ん

ら
か
の
誤
解
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
あ
ら
た

め
て
気
に
な
る
の
は
、
さ
き
の
、
一
九
一
四
年
の
時
点
で
「
栢
栗
寺
址
」
と
あ

る
記
事
で
あ
る
。
そ
れ
は
は
た
し
て
ま
ち
が
い
な
く
現
在
の
栢
栗
寺
を
指
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
金
剛
山
中
の
、
栢
栗
寺
に
近
い
と
こ
ろ
に
「
異

次
頓
殉
教
碑
」
が
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
こ
を
ほ
ん
ら
い
の
「
栢
栗
寺
址
」
と
誤

解
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
位

置
が
異
な
る
と
の
考
え
と
、「
異
次
頓
殉
教
碑
」
が
「
栢
栗
寺
址
」
に
あ
っ
た

と
す
る
記
事
と
は
、
軌
を
一
に
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
位
置

が
異
な
る
と
す
る
葛
城
末
治
は
、『
朝
鮮
金
石
総
覧
』
の
編
修
者
の
ひ
と
り
で

あ
り
、
と
う
ぜ
ん
無
関
係
で
は
な
い
）。
こ
れ
は
単
な
る
憶
測
で
は
な
い
。

「
異
次
頓
殉
教
碑
」
は
、
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
ほ
ん
ら
い
刺
楸
寺
に
あ
っ
た

と
み
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
今
西
龍
も
「
此
碑
恐
く
は
刺
楸
寺
に
建
て
し
も
の

な
る
べ
く
、
此
寺
栢
栗
寺
附
近
に
在
り
し
な
ら
ん
か
」
と
す
る
。
刺
楸
寺
が
廃

絶
さ
れ
た
あ
と
、
同
じ
金
剛
山
に
あ
る
栢
栗
寺
に
移
さ
れ
た
、
と
み
る
こ
と
も

可
能
で
あ
ろ
う
が
、
ど
う
も
そ
う
は
思
え
な
い
。
例
え
ば
今
西
龍
は
、
一
九
〇

六
年
に
栢
栗
寺
を
探
訪
し
た
時
に
、
石
幢
を
「
捜
索
せ
し
も
発
見
す
る
こ
と
能

は
ざ
り
し
」
と
い
う
。
栢
栗
寺
が
移
動
し
て
い
な
け
れ
ば
、
先
に
と
り
あ
げ
た

『
海
東
高
僧
伝
』
の
記
事
も
、
そ
の
傍
証
と
な
る
。
上
記
の
諸
書
な
ど
に
「
栢

栗
寺
」
が
冠
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
附
近
に
あ
っ
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一

九
一
四
年
に
移
さ
れ
る
ま
で
、
原
位
置
す
な
わ
ち
刺
楸
寺
址
に
あ
っ
た
と
し
て

も
、
お
か
し
く
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
か
ら
も
、「
栢
栗
寺
石
幢
記
」
と
い
っ

た
呼
称
は
、
適
当
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
刺
楸
寺
址
の
位
置
で
あ
る
が
、
朴
方
龍
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば
山
頂

近
く
に
磨
崖
三
尊
仏
の
あ
る
「
東
庵
址
」
が
あ
り
、
栢
栗
寺
の
庵
子
で
は
な
か
っ

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
栢
栗
寺
の
西
楼
は
、
古
都
の
眺
望
に
よ
く
、
士
大
夫
の
よ

く
訪
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
残
廃
し
て
き
た
の
で
、
府
尹
の
尹
承
順
が
重

修
し
た
、
と
い
う
。
尹
承
順
が
府
尹
で
あ
っ
た
の
は
、「
丙
辰
（
一
三
七
六
年
）

五
月
初
二
日
に
到
任
」
し
て
か
ら
、「
戊
午
（
一
三
七
八
年
）
二
月
二
十
二
日
、

入
省
上
京
」
す
る
ま
で
で
あ
っ
た
（『
慶
州
先
生
案
』
許
興
植
編
『
韓
国
中
世

社
会
史
資
料
集
』〔
亜
細
亜
文
化
社
、
一
九
七
六
年
影
印
〕
所
収
）。
府
倅
す
な

わ
ち
判
官
の
沈
于
慶
は
「
乙
卯
（
一
三
七
五
年
）
八
月
二
十
六
日
到
任
、
戊
午

八
月
十
四
日
上
京
」
で
あ
る
。
安
逸
戸
長
の
金
君
子
は
、
何
度
か
戸
長
と
な
っ

て
い
る
が
、
尹
承
順
の
在
任
期
間
か
ら
み
て
、
洪
武
九
年
丙
辰
五
月
か
ら
翌
十

年
丁
巳
七
月
十
四
日
ま
で
の
期
間
が
該
当
す
る
（『
慶
州
府
戸
長
先
生
案
』
同

前
影
印
所
収
）。
同
書
に
は
、
こ
の
直
後
、
一
三
七
九
年
に
ま
た
倭
寇
が
慶
州

に
侵
入
し
て
き
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
そ
の
中
に
、「
京
山
府
使
金
精
美
」

の
名
も
み
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
西
楼
の
重
修
は
、
両
者
の
在
任
が
一
致

す
る
一
三
七
六
～
七
七
年
の
こ
と
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
韓
国
仏
教
研
究
院

『
新
羅
の
廃
寺
Ⅰ
』（
一
志
社
、
一
九
七
四
年
）
は
、「
壬
辰
倭
乱
直
後
、
慶
州

の
府
尹
尹
承
順
が
廃
墟
と
な
っ
た
栢
栗
寺
を
重
修
し
た
記
録
が
あ
る
」
と
す
る
が
、

お
そ
ら
く
こ
の
「
西
樓
記
」
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。「
倭
寇
」
の
文
字

に
引
き
ず
ら
れ
た
誤
解
と
み
ら
れ
る
。
栢
栗
寺
の
西
楼
は
、
と
う
ぜ
ん
そ
れ
を

さ
か
の
ぼ
っ
て
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
西
楼
は
、
そ
の
後
の
建
物

の
重
建
の
有
無
は
別
に
し
て
、
一
九
一
七
年
ま
で
は
、
現
在
の
鍾
閣
と
寮
舎
が

あ
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
い
う
（
朴
方
龍
）。
建
物
は
改
築
さ
れ
た
か
も
し
れ

な
い
が
、
眺
望
に
す
ぐ
れ
る
と
い
う
条
件
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
移
動
し
た

と
は
思
え
な
い
。
ま
た
、『
文
化
遺
蹟
総
覧　

中
巻
』（
文
化
公
報
部
文
化
財
管

理
局
、
一
九
七
七
年
）
に
よ
れ
ば
、
大
雄
殿
は
、
朝
鮮
王
朝
宣
祖
時
代
、
一
六

〇
〇
年
こ
ろ
に
重
創
さ
れ
た
も
の
と
い
う
。
と
す
れ
ば
、
栢
栗
寺
は
、
一
四
世

紀
以
前
か
ら
、
現
在
の
地
に
お
い
て
存
続
し
て
き
た
、
と
み
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。
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し
て
、
拓
本
や
『
朝
鮮
書
道
菁
華
』
等
に
よ
っ
て
確
認
し
た
も
の
を
掲
載
す
る
。

ほ
ん
ら
い
の
行
ご
と
に
提
示
し
て
は
い
な
い
。

第
二
面
【
図
10
―
1
②
】

元
和
十
三
秊
戊
戌
八
月
十
日
佛
…
…
於
王
失
義
不
戡
順
從
國
隘
民
役
斂
□

□
民
興
隆
佛
法
國
王
寢
膳
塡
臆
仰
天
呼
佛
嗚

第
三
面
【
図
10
―
1
③
】

呼
奈
何
天
下
獨
吾
攀
誰
爲
伴
建
釋
遺
法
時
有
一
子
其
名
猒
髑
仰
眄
君
顔
發

憤
忘
食
匍
匐
徐
言
君
曰
蚊
蛧
所
計
君
有
大
意
古
人
有
言
謀
問
蒭
蕘
願
垂
弊

邑
君
卽
憤
□
告
曰
小
兒
非
你
所
能
猒
敬
答
曰
君
之
所
恤
是
可
佛
法
乎
君
卽

徐
起
喟
然
如
曰
小
子
如
是
豈
非
是
乎
若
我
天
下
佛
敎
流
行
蠕
動
之
類
得
昇

人
天
國
豊
民
安
可
通
三
韓
亦
廣
四
海
猒
曰
□
列
臣
□
□
聞
秘
計
□
□
□
□

北
西
之
兵
恒
以
四
□
□
□
□
□
予
聞
是
己
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

權
道
猒
曰
□
□
□

第
四
面
【
図
10
―
1
④
】

君
臣
語
諍
而
故
謬
□
□
吾
頸
臣
民
靡
懈
□
敢
違
命
君
曰
雖
有
茶
□
豈
敢
□

於
無
□
之
命
猒
曰
天
下
之
□
無
□
於
□
佛
子
之
□
無
□
□
死
□
□
雖
死
佛

法
流
行
□
比
小
□
□
君
□
小
忘
大
可
□
□
□
則
惺
然
歎
猒
曰
□
是
布
衣
□

懷
□
□
□
□
在
民
心
□
□
王
□
□
□
□
是
□
若
如
是
者
可
謂
大
士
乎
王
之

□
□
□
□
必
然
□
□
衣
□
□
於
路
寢
佩
劒
之
士
備
於
四
方
□
□
□
臣
□
□

則
□
北
面
而
□
王
乃
問
曰
臣
等
於
吾
以
爲
信
佛
法
欲
建
塔
□
故
□
纂
賊
諸

臣
□
拜
□
□
□

た
か
と
す
る
【
図
10
―
７
】。
こ
れ
な
ど
異
次
頓
の
首
が
飛
ん
だ
と
い
う
山
頂

に
近
く
、
ま
た
異
次
頓
を
哀
れ
ん
で
造
っ
た
と
い
う
蘭
若
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い

よ
う
に
思
え
る
。『
新
羅
の
廃
寺
Ⅰ
』
も
、
そ
こ
が
刺
楸
寺
で
は
な
い
か
と
し

て
い
る
。

以
上
、
い
ま
の
と
こ
ろ
、
栢
栗
寺
は
創
建
以
来
、
位
置
を
変
え
て
い
な
い
と

み
る
の
が
、
穏
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
当
該
の
記
事
は
別
に
し
て
、
栢
栗
寺
が

廃
絶
さ
れ
て
い
た
時
期
が
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
。『
慶
州
市
誌
』（
同
編
纂

委
員
会
、
一
九
七
一
年
）
に
は
、
年
代
は
明
記
し
な
い
が
、「
ま
っ
た
く
残
廃

し
て
小
さ
い
庵
子
の
よ
う
に
な
っ
た
」
と
あ
る
。
た
だ
し
、
庵
子
と
し
て
で
も

存
続
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
廃
絶
で
は
な
い
。

以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
れ
ば
、
本
「
異
次
頓
殉
教
碑
」
は
、
も
と

も
と
金
剛
山
（
小
金
剛
山
）
の
山
頂
近
く
に
あ
っ
た
異
次
頓
の
葬
地
に
立
て
ら

れ
た
も
の
で
、
そ
こ
に
す
で
に
刺
楸
寺
が
あ
っ
た
か
、
そ
れ
以
後
に
創
建
さ
れ

た
か
は
不
確
か
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
は
栢
栗
寺
の
近
く
で
も
あ
っ
た
。
一
九

一
四
年
そ
の
原
位
置
か
ら
慶
州
古
蹟
保
存
会
に
移
し
た
と
き
、
そ
こ
を
ほ
ん
ら

い
の
栢
栗
寺
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
（
栢
栗
寺
址
）
と
誤
解
し
（
刺
楸
寺
は
も
っ
と

前
に
廃
絶
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
）、
栢
栗
寺
に
立
て
ら
れ
た
碑
で
あ
る
か
の

よ
う
に
考
え
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
ま
ち
が
っ
た
み
か
た
が
踏
襲
さ
れ
て
、
栢
栗

寺
を
冠
し
て
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
地
名
を
冠
し
て

呼
ぶ
な
ら
ば
、
金
剛
山
異
次
頓
殉
教
碑
、
と
い
う
よ
う
に
呼
ぶ
の
が
妥
当
で
あ
る
。

斬
首
さ
れ
た
異
次
頓
を
彫
っ
た
面
を
第
一
面
と
し
、
そ
の
左
か
ら
時
計
ま
わ

り
に
第
二
面
か
ら
第
六
面
に
文
章
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
現
在
、
国

立
慶
州
博
物
館
に
展
示
さ
れ
て
い
る
碑
を
近
く
で
観
察
し
て
も
、
摩
滅
も
進
み
、

判
読
は
難
し
い
。
本
拓
本
も
、
す
で
に
摩
滅
が
進
ん
だ
時
点
の
採
拓
で
、
や
は

り
判
読
が
難
し
い
。
以
下
、
南
東
信
「
栢
栗
寺
石
幢
記
」（
韓
国
古
代
社
会
研

究
所
編
『
訳
註
韓
国
古
代
金
石
文
』
第
三
巻
）
に
提
示
さ
れ
た
釈
文
を
中
心
に
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第
五
面
【
図
10
―
1
⑤
】

曰
臣
等
絶
無
如
□
逆
意
若
有
□
□
□
□
□
盟
王
召
□
□
□
□
□
□
無
答
王

□
告
司
□
於
猒
子
□
□
而
□
揮
涙
北
面
司
則
脱
冠
反
縛
其
手
致
於
官
庭
告

呉
劍
命
級
時
頸
中
白
乳
一
丈
當
尒
之
時
天
雨
名
花
地
爲
六
躍
人
物
譟
慟
動

殖
不
安
路
中
携
哭
井
確
停
足
揮
涙
送
殯
葬
屍
北
山
立
廟
西
山
彼
法
興
王
卽

位
大
同
十
五
乙
未
年
來
達
今
於
唐
永
泰
二
年
丙
午
二
百
五
十
三
時
有
老
魄

枚
打 策

便
旋
至
於
邑
際
觀
望
舊
墳
於
中
一
墳
忽
出
幼
魂
老
魄
弔
曰
噫
歟
子
也

但
看
故
人
冢
墓
之
丘

第
六
面
【
図
10
―
1
⑥
】

邂
逅
欻
逢
如
夢
子
魂
魂
對
曰
汝
不
聞
乎
在
昔
有
王
欲
建
佛
法
而
不
成
立
余

是
猒
□
□
□
王
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
魂
聞
之
□
□
□
□
□
訣
曰
子
與

余
□
□
□
□
□
□
□
□
□
乎
□
□
□
□
□
□
□
□
魂
曰
□
敎
之
爲
□
□
□

□
□
□
生
□
□
到
□
□
□
□
□
□
□
□
□
與
其
□
命
□
比
□
魂
聞
□
法
□

歎
曰
□
聞
□
□
□
□
□
□
□
□
□
爾
□
□
□
□
□
□
□
□
國
□
□
□
□
□

□
法
主
釋
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□


